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                        事 業 計 画 

 

□ 総 務 課 

 

 総務課は、本組合の管理セクションとして、議会や監査の事務局業務、企画、財

政、会計、人事・給与管理、集団検診等による職員の健康管理、ホームページの運

営及び広報紙の発行等の広報業務、研修による人材育成等に取り組む。 

 

 １ 議員定数  ９人   

                                （令和６年１月１日現在） 

構成市町 議  長 副議長 議 員 計 

向 日 市       3人 3人 

長岡京市  1人 2人 3人 

大山崎町 1人      2人 3人 

 

 ２ 職員数（一般職）             

                                    （令和６年１月１日現在） 

    局  長        １人（派遣職員） 

    総 務 課         ５人 

     乙訓若竹苑         ７人 

     乙訓ポニーの学校    １５人 

   介護障害審査課         ４人（うち派遣職員１名） 

   障がい者相談支援課   ３人 

      合  計       ３５人（うち派遣職員２名） 

 

 ３ 監査に関する事項 

  （１）出納検査   毎月１回 

  （２）定期監査    年１回 

  （３）決算審査    年１回 

 

 ４ 職員研修（総務課取扱い分） 

  （１）一般研修 

      ○ 新規採用職員研修 

   ○ 新任主査研修 

      ○ 新任係長級職員研修 

   ○ 全職員対象研修   
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（２）派遣研修           

      ○ 京都府等公的団体主催研修会への派遣 

   ○ 長岡京市職員課主催研修会への派遣 

   ○ 民間団体主催研修会への派遣 

  

 ５ 衛生管理関係 

      ○ 定期健康診断（全職員対象）         年１回 

      ○ 特殊健康診断（施設指導員の一部が対象）   年１回 

○ 職場巡視                  毎 月 

〇 衛生委員会                毎 月 

  

６ 組合広報紙「おつふくつうしん」の発行 

      ○ 年２回発行（６月、１２月）     各 ７０，５００部 

    （乙訓二市一町シルバー人材センターによる個別配布及び行政機関 

     での配布） 

 

 ７ 組合ホームページの運営 

        随時更新 

 

 ８ 給与費の状況 

（１）一 般 職                        （令和６年１月１日現在） 

平均給料月額 平均給与月額 平均年齢 職員数 

 311,393 円 405,074 円 39歳 4月 33人 

 

（２）特  別  職                   （３）議  員                    

 

 

 

 

職   名 給料月額 

 

 

 

職   名 報酬月額 

管 理 者 11,000 円 議  長 10,000 円 

副管理者  9,000 円 副 議 長  8,000 円 

  議   員  7,000 円 

 

９ 基金積立金の状況                       

名  称 
 令和6年2月末  

現在高 

財政調整基金 874千円 

施設整備基金 0千円 

計 874千円 
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□ 乙訓若竹苑 

 

１ 基本的理念 

  乙訓若竹苑は、提供するサービスが、利用者の意向を尊重し総合的に提供されるよう

創意工夫し、利用者が個人の尊厳を保持しつつ心身ともに健やかにその有する能力に応

じ自立した日常生活を営むことができるよう支援を行う。 

 

２ 基本方針 

（１）利用者の基本的人権の尊重と自立支援 

（２）安全で安心できる障がい福祉サービスの提供 

（３）提供する障がい福祉サービスの質の向上 

（４）関係諸機関との密接な連絡・連携 

（５）職務を通じた共生社会の実現 

 

３ 本年度の重点目標 

（１）就労継続支援（Ｂ型）事業 

  ①  現在行っている仕事を継続し、利用者が意欲的に作業に取り組めるよう、利用者

の持つ力を活かした作業支援に努め、授産収入の確保を図る。 

    また、自主製品の製作や販売を継続し、地域交流や工賃増の視点から製品開発や

販売方法の検討を行う。 

 

  ② 利用者とその家族のライフサイクルを意識し、その人の状況に合った働き方や作

業の内容など個々に応じた支援の展開を、本人とその家族の意向を踏まえ、計画相

談を中心とした関係機関とともに考える。 

 

  ③ 就労継続支援（Ａ型）事業所や一般就労を目指す利用者に対して、就労支援を行

う事業所と連携して企業実習や研修への参加や、就職に向けた相談やサポートを行

う。 

 

（２）生活介護事業 

① 障がい特性や生活状況等による心身の変化に沿った支援を行う。 

 

② 個々の強みを活かした創作活動に取り組み、作品を公募展等に出展したりするこ

とで、自己実現や社会参加の一助とする。 

 

③ 自主製品の製作や販売を通して地域参加・地域交流を深めていく。 
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（３）地域活動支援センター事業 

① 火曜日から金曜日は、定期的にプログラムを企画し、利用者の自己実現が出来る

場を提供する。また事業目的からニーズの異なる利用者については、その方の意向

や状況を踏まえ、家庭や相談支援専門員と連携しながら、適切なサービスの利用に

繋げていけるよう支援する。 

     

② 土曜日の「障がい者ふれあいサロン」では、主に一般就労や福祉的就労をされて

いる方等が、自主的に参加できる活動プログラムを提供し、社会との交流の機会の

確保や余暇支援を行う。 

 

（４）日中一時支援事業 

障がい児・者の日中における活動場所を提供することで、その家族の就労支援及び

日常的に介護している家族の一時的な休息を確保する。 

 

（５）相談支援事業 

障がい者の生活や支援に関する相談に応じるとともに、関係機関との連携のもと、

障がい者が安心して生活できるよう、適切なサービス利用に向けてきめ細かく支援す

る。 

 

４ 各事業の定員等 

                         （令和６年１月末現在）（単位：人） 

  事 業  名 就労継続  生活介護 地域活動 日中一時  相談支援 

  定  員 34 6 15 5    － 

契約者数 30 3 33 53 52 

１日平均利用者数 26.2 3 4.2 3.6    － 

                     （１日平均利用者数は令和５年２月～令和６年１月の実績） 

 

５ 各事業の支援計画                                                               

（１）就労継続支援（Ｂ型）事業 

  ① 目的 

     一般企業での雇用が困難な者、一定の年齢に達している者等に対し、就労や生産

活動の機会を提供し、知識・能力の向上・維持を図る等の支援を行う。 

    利用者の適性を判断しながら、可能と判断される利用者に対しては職場実習の機

会を提供し、一般就労につなげる。 
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② 作業の内容 

ⅰ 苑外作業  

     地域の社会福祉施設の清掃業務、墓清掃（光明寺、圏域内の個人からの受注）、 

庭等の除草 

ⅱ 苑内作業 

企業からの下請作業（箱の折り上げ、商品の封入、電機部品の組み立て等） 

ⅲ 自主製品販売 

染め物製品や縫製品の製作・販売、ワークショップ 

 

③ 支援日及び支援時間 

月曜日から金曜日 ９：００～１６：００まで 

 

（２）生活介護事業 

  ① 目的 

    利用者が自立した日常生活または社会生活を営む事ができるよう、排泄や食事

の介助、創作的活動及び生産活動の支援を行う。 

 

  ② 支援の内容 

    利用者一人一人の認識能力、対人関係、社会性、行動特性及び体力等を勘案し、

ニーズを明らかにして必要な支援を行う。 

活 動 内  容 

健康維持活動 
健康観察（チェック）、口腔ケア、健康相談、 

ウォーキング等の軽運動 

生活訓練活動 配膳下膳等の日常生活での行動、公共交通機関の利用等 

生 産 活 動 
刺し子、ビーズ、ミシン、さをり織りなどの製作、 

アルミ缶リサイクル、バザー販売 

創作・余暇活動 紙細工、描画、音楽(楽器)、外食、ボウリング、動画鑑賞  

 

③ 支援日及び支援時間 

  月曜日から金曜日 ９：３０～１５：４０まで 

 

（３）地域活動支援センター事業 

  ① 目的 

    利用者の自立の促進と社会参加を図るために創作的活動、文化的活動の機会を

提供する。また、必要に応じて、食事、排泄の介助等の生活支援を行う。 
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  ② 支援の内容 

活 動 内  容 

社会参加活動 買い物、外出レク、地域交流(地域の催しに参加)、季節毎のイベント 

健康維持活動 ウオーキング、体操、スポーツ 

創作・余暇活動 音楽、書道、手芸、絵画、調理、プリント学習、パソコン、ゲーム 

ふれあいサロン 

(土曜日) 
クッキング、手芸、音楽活動、映画鑑賞、パソコン、野外レクなど 

 

③ 支援日及び支援時間 

火曜日から土曜日 ９：００～１６：００まで  

 

（４） 日中一時支援事業 

①  目的 

    利用者が安心して過ごせる場の提供、及び利用者家族のレスパイトを目的とし

た苑内での見守りや、必要に応じて食事、排泄の介助等の支援を行う。 

 

②  サービスの内容 

    音楽鑑賞、インターネット、ゲーム、動画鑑賞等 

 

  ③ 支援日及び支援時間 

火曜日から土曜日 ９：００～１９：００まで 

 

（５）相談支援事業 

① 目的 

利用者及びその家族などからの相談に応じ、必要な情報の提供等の便宜を供与

することや、権利擁護のために必要な援助を行うことにより、安心した日常生活

や社会生活を営むこと、並びに地域における生活を支援し、自立と社会参加の促

進を図る。 

 

② 支援の内容 

   ⅰ 福祉サービス等の利用援助 

   ⅱ 社会資源を活用するための支援 

   ⅲ 生活力を高める支援 

   ⅳ 権利擁護のために必要な援助 

   ⅴ 専門機関との連携 
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③ 提供するサービス 

    ⅰ 基本相談支援 

障がいのある人の福祉に関する様々な問題について、利用者及びその家族など

からの相談に応じ、必要な情報の提供、障害福祉サービスの利用援助等を行うほ

か、権利擁護のために必要な援助を行う。 

     ⅱ サービス利用支援 

利用者の状況、その置かれている環境等から、利用する支援の内容等を定めた

サービス等利用計画案を作成し、給付決定等が行われた後は、給付内容を反映し

たサービス等利用計画の作成を行う。 

    ⅲ 継続サービス利用支援 

サービス等利用計画が適切であるかどうかを一定期間ごとに検証し、その結果

から計画の見直しを行い、計画内容を適宜変更するとともに、関係者との連絡調

整を行う。 

 

６ 工賃支給 

受託作業及び自主製品の販売による収入から必要経費を差し引いた額を、乙訓若竹苑

工賃支給要綱に基づき利用者に支給する。 

 

７ 給食サービス 

業者委託による施設内調理により給食を提供する。 

 

（１）食事時間 

１２：００～１３：００までの間を基本とする。 

 

（２）食事支援 

   事業毎に食事をとる。状況に応じて必要な介助を行う。 

 

（３）検 食 

   職員が交代で検食を実施する。 

 

（４）衛生管理  

① 赤痢菌、サルモネラ、O－１５７の検査の実施 … 毎月 

② 害虫駆除の実施（厨房、食堂内） … 年２回 

③ 保健所による指導監査 … 食品衛生法による更新時（６年に１回） 

④ 保存食（検食用） … 保存容器に入れ冷凍で２週間保存 

⑤ 嗜好検査・残滓調査 … 適宜 

⑥ 調理員の手指検査 … 適宜 
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（５）記録の保管 

   設備点検管理表、給食献立表、検食簿、検便検査報告書 

 

８ 送迎事業 

（１）利用者に送迎事業を実施する。 

 

（２）安全運転対策の実施 

   ①  日常的な車両の点検等により車両の安全運行を図る。 

   ②  安全運転研修等による安全運転意識の向上を図る。 

 

９ 利用者の健康管理 

（１）内科検診 … 年２回 

（２）保健衛生講話 … 年２回 

（３）胸部 X 線検査 … 年１回 

（４）歯科検診 … 年１回 

（５）看護師健康相談（生活介護、地域活動支援センター） … 月１回 

（６）口腔ケア（口腔内衛生・摂食指導） … 月１回 

 

１０ 医務室兼静養室の管理 

（１）医薬品、衛生用品の保管管理 

（２）寝具等の衛生管理 

（３）記録の保管（健康診断個人票等） 

 

１１ 安全・防災 

（１） 自衛防災組織編成、防災計画策定、福祉避難所開設準備、安全衛生委員会   

（２）防災・避難訓練 年２回、シェイクアウト訓練 年４回、業務継続計画（BCP）

に基づく訓練 

（３）消防設備点検 

（４）福祉事業者総合補償制度「まごころワイド」加入 

（５）防犯カメラの設置 

(西側正面入り口、東側入り口、事務組合庁舎入口および前面道路、 1 階フロア) 

 

１２ 実習生の受け入れ 

（１）「介護等体験実習」 

（２）社会福祉士、社会福祉主事、保育士養成のための実習 

（３）地域小学校、中学校、支援学校生徒の体験実習 

（４）新規利用者の体験・実習 
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１３ 会議 

（１）職員会議 … 各 月 

（２）係長会議 … 随 時 

（３）就労継続係支援会議 … 随  時 

（４）生活介護係支援会議 … 随 時 

（５）地域活動係支援会議  … 随 時 

（６）相談支援専門員会議  … 随 時 

（７）虐待防止等の各種委員会 … 随 時 

 

１４ 専門研修 

（１）京都府社会福祉人材研修センター主催研修会 

（２）京都府サービス管理責任者等研修 基礎研修・実践研修 

（３）京都府相談支援従事者初任者研修・現任研修 

（４）京都ほっとはあとセンター研修会 

（５）その他必要な研修 

 

１５ 地域との連携 

（１）乙訓圏域障がい者自立支援協議会 

（２）乙訓障害者支援事業所連絡協議会 

（３）乙訓圏域障がい者相談支援事業所連絡会 

（４）計画相談支援にかかる関係者会議（ケース会議） 

（５）長岡京市障がい者ネットワーク連絡調整チーム会議 

（６）長岡京市ケアマネジメント会議 

（７）向日市ケアマネジメント会議 

（８）長岡京市障がい者児の人権を考える市民のひろば実行委員会 

（９）長岡京市障がい者スポーツフェスティバル実行委員会 

（10）京都ほっとはあとセンター乙訓ブロック会議 

 

１６ 苦情解決体制 

 ・苦情解決責任者 … 施設長 

 ・苦情受付担当者 … 各事業係長 

 ・第三者委員 … 舟木 浩弁護士（つくし法律事務所） 

 ・京都府社会福祉協議会福祉サービス運営適正化委員会 
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□  介護障害審査課 

 

Ⅰ 介護保険認定事業 

１ 基本方針 

  向日市、長岡京市及び大山崎町における介護保険制度の円滑な推進を図るため、それぞれの

市町において受理された介護保険のサービスを利用するために必要となる要介護（要支援）認

定申請に係る審査・判定（二次判定）を行う。 

 

２ 主な事業 

（１） 介護認定審査会の運営 

（２） 合議体での二次判定 

① 介護認定審査会長が指名した委員７６名で構成する１９合議体で審査及び判定を行う。 

１合議体ごとに、医療、保健、福祉に関する学識経験者４名で構成している。 

② 審査会は、１合議体が月１回、全体で月１９回、年間２２８回の開催を予定している。 

（３） 審査会運営委員会の開催 

１９合議体間における審査判定等についての意見交換を行い、適正な二次判定を行うこと 

を目的として、審査会会長と同職務代理者、合議体長と同職務代理者を対象に開催する。 

（４） 委員研修の実施  

全審査委員を対象に京都府が実施する研修に出席する等、委員の資質の向上を図る。  

 

３ 介護認定申請見込件数 ６,７１４件（前年度当初見込 ７,０４８件） 

（単位：件） 

 在 宅 者 施設等入所者 合 計 

新規申請者 1,616  436 2,052 

継続申請者 4,034  628 4,662 

合 計 5,650 1,064 6,714 
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Ⅱ 障害支援区分認定事業 

１ 基本方針 

   障害者総合支援法に基づき、向日市、長岡京市及び大山崎町における障がい者の自立支援に

向け、それぞれの市町において受理された、障害福祉サービスを利用するために必要となる障

害支援区分認定申請に係る審査・判定（二次判定）を行う。 

 

２ 主な事業 

（１）障害支援区分認定審査会の運営 

（２）合議体での二次判定 

① 障害支援区分認定審査会長が指名した委員１５名で構成する３合議体で審査及び判定

を行う。１合議体ごとに、障がい、保健、福祉に関する学識経験者５名で構成している。 

② 審査会は、１合議体が月１回、全体で月３回、年間３６回の開催を予定している。 

（３）市町の支給決定にあたり意見を述べる 

市町の作成した支給決定案が、その定める支給決定基準と乖離がある場合に、求めに応 

じて審査会は意見を述べる。 

（４）審査会運営委員会の開催 

３合議体間における審査判定等についての意見交換を行い、適正な二次判定を行うこと 

を目的として、全審査委員を対象に開催する。 

（５）委員研修の実施  

   全審査委員を対象に京都府が実施する研修に出席する等、委員の資質の向上を図る。 

 

３ 障害支援区分認定申請見込件数 ４１８件（前年度当初見込 ３１７件） 

（単位：件） 

 在宅者 施設等入所者 合 計 

新規申請者  70 4   74 

継続申請者 298 46 344 

合 計 368 50 418 
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□ 障がい者相談支援課 

 

Ⅰ 乙訓障がい者基幹相談支援センター 

乙訓地域における総合的で一体的な相談支援の実施を目指すため、｢乙訓障がい

者基幹相談支援センター｣を運営する。その目的は以下のとおりである。 

 

１ 障がい福祉に関する地域住民からの生活相談に総合的に対応する。 

２ 地域の相談支援事業所と関係機関を連携させ、垣根のない援助体制を築くための

後方支援を行う。 

３ 相談支援専門員の資質向上を目指すための取り組みを通して、地域の相談支援体

制の強化を図る。 

４ 乙訓保健福祉圏域の障がい児者支援に関連するネットワークを推進する。 

５ 障がい者の虐待防止、権利擁護の推進、成年後見制度の普及や啓発を行う。 

 

Ⅱ 基幹相談支援センターの事業内容について 

１ 総合的、専門的相談支援事業 

（１）障がい児者やその家族などに対して、その障がい種別、年齢等に関わらず医療、

保健、教育、労働等の多様な相談に一元的に対応し、関係機関へとつなぐ。 

 

（２）関係機関で協議しても具体的な支援方法や方向性が見いだせない事案に対して

相談援助を行うことにより、障がいのある方やその家族が望む生活の実現に向け

てともに取り組む。 

 

２ 相談支援ネットワーク事業 

（１）京都府より「障がい者相談支援ネットワーク整備推進事業」を受託し、｢乙訓

圏域障がい者自立支援協議会事務局｣を運営する。 

 

（２）協議会の事務局として、協議会及び各専門部会・プロジェクト等の円滑な運営

と課題の解決を図るため、必要な事務並びに事業を行う。 

 

（３）各種組織におけるネットワーク作りを推進、援助する。 

   乙訓圏域の福祉計画策定にかかる委員会、乙訓地域特別支援連携協議会、乙訓

障がい者就労支援ネットワーク、乙訓絆サークル等に出席し、障がい児者支援の

ためのネットワーク構築を支援する。 

 

（４）相談支援体制の充実を図るため、乙訓圏域障がい者相談支援事業所連絡                    

会の運営を支援する。 
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 ３ 権利擁護事業 

（１）｢乙訓障がい者虐待防止センター｣を運営し、虐待の通報や相談を受け付け、

虐待を防止するための体制づくりに寄与する。また、それを実施するための乙

訓二市一町の関係機関等との協力体制の整備や支援体制の強化を図る。 

 

  （２）障害者虐待の未然防止や早期発見、その後の適切な支援を強化するために「乙

訓障がい者虐待防止ネットワーク会議」を開催し、地域における障害者虐待防

止連携体制の構築を推進する。 

 

  （３）障害者虐待防止、障害者差別解消の広報活動を実施する。また、研修会を開

催するなど啓発に努める。 

 

 （４）成年後見制度の利用促進のための啓発や手続きの情報提供を行う。 
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□ 乙訓ポニーの学校  

 

Ⅰ 児童発達支援事業 

１ 基本的理念 

 （１）すべての子どもは等しく尊重されなければならない。 

 （２）療育活動の基本はあくまで人間教育であって、特殊な教育ではない。それぞ

れの「障がい」を形式的に切りとり、固定化・限定化するのではなく、人間教

育の原理をその基本とする。 

（３）「早期発見」「早期療育」の一翼を担い、早くから関わりをもつことで生活

圏を拡大し、社会的生活への参加を図る。 

 （４）親の力を最大限に生かし、子どもと子どもをめぐる様々な諸問題を正しく認

識する力を養う。 

 （５）必要な療育援助活動が孤立したものであったり、独善に陥ることなく、関係

諸機関・団体との結びつきを強め、コミュニティケアとしての事業であること

を明らかにしていかなければならない。 

 

２ 事業の目的 

  保護者との密接な連携のもと、地域の就学前の発達支援を必要とする児童（障が

い児或いはその疑いのある児童を含む）が、日常生活における基本的動作を習得

し、集団生活に適応できるよう発達を支援し、併せて福祉の増進を図ることを目的

とする。 

 

３ 事業内容 

 （１）日常生活における基本的動作の指導及び集団生活への適応訓練 

 （２）保護者に対する養育上の相談、指導及び助言 

 （３）関係諸機関・団体との連携及び連絡 

 （４）その他事業の目的を達成するために必要な事業 

 

４ 通常の事業の実施地域 

  向日市、長岡京市及び大山崎町 

 

５ 利 用 

  受給者証の交付を受けた保護者から利用の申込みがあった場合は、ポニーの学校

の事業内容について十分な説明を行い、説明と同意のもと利用契約を締結する。 

 

６ １日の利用定員（２０人） 

  １単位当たり５人、１日４単位まで 
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７ 利用期間、療育回数及び休業日 

 （１）利用期間 受給者証に記載された支給期間の範囲とする。 

 （２）療育回数 週１回の定期的利用とする。 

 （３）休業日(予定) 

   ① 療育調整日 ３月２７日～４月３日、１０月１日～１０月３日 

   ② 夏期休業日 ８月１２日～８月１８日 

   ③ 冬期休業日 １２月２６日～１月６日 

 

 

８ 提供するサービス 

 （１）児童発達支援事業の内容 

 （２）付帯事業 

 

 

 

保護者相談 保護者グループでの話し合いを通して子育て等について考える。 

行  事      
家族懇談会、遠足、お楽しみ会、就学児を送る会等の行事を行い、

利用児･者相互の交流、親睦を図る。 

 

 

９ 療育指導の目標 

 （１）生活リズムの確立と発達を促す遊びの指導を基礎に、受容的関係を通して情

緒の安定を図り、全体的な発達の促進、障がいの軽減及び二次的障がいの予防

等を目指す。 

 （２）保護者に対しては、子育て不安の軽減を図るとともに、子どもの発達状況や

障がいに関する理解や認識を深め、家庭における養育等について相談支援す

る。 

 （３）二市一町の保健、福祉及び教育サイドと幅広く連携し、障がい児支援ネット

ワークの一員として適切なサービス提供に努める。 

 

 

 ［児童に対する目標］ 

① 「食事、排泄、睡眠」の安定を図り、生理的条件を整える。 

  ② 日常生活における生活のリズムを整える。 

   ③ 適切な運動を通して体力づくりを図る。 

   ④ 精神的充足と対人関係の安定を図り、他者への関心と自発性を養い、確かな

自我形成を目指す。 

 ⑤ 集団遊びを深め、他者の意図やルールを意識する中で、適切な自己表現と社

会性の発達を促す。 

⑥ 運動面の巧緻性と協応性を高める。 
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 ［保護者に対する目標］ 

   ① 好ましい親子関係を築く。 

   ② 児童の発達状況や障がい等の問題を正しく認識する。 

   ③ 児童の養育を進める努力を励ます。 

   ④ 障がいを持つ児童の親としての自己受容と表現。 

   ⑤ 社会資源に関する情報の提供と連絡調整。 

   ⑥ 就園及び就学に関する相談。 

   ⑦ 児童の様々な問題について自ら解決する力を養う。 

   ⑧ その他必要な相談。 

 

 

１０ その他の相談事業等 

   嘱託医相談（年１０回） 

   歯科衛生士による指導等 

 

 

１１ 卒園児、在園児のための施設開放事業 

   卒園児と在園児の交流の場として施設を開放し、卒園児相談の場としても利

用。年４回程度実施予定。 

 

 

１２ 療育関連事業 

（１）「親と子の文庫」 

    絵本、紙芝居、専門図書等の貸し出し事業 

（２）「おもちゃライブラリー」 

    月１回程度、遊戯室、遊具、玩具及び園庭を地域の児童と保護者に開放し、

遊びの場を提供するとともに相談に応じる。実施日と実施時間については、令

和６年度療育クラス編成の中で決定する。 

 

 

１３ 利用児の発達相談 

   児童発達支援事業を利用している児童について、発達相談員による発達検査と

保護者相談を行う。 

   市町の健康推進担当課と連携する。 
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１４ 年間計画 

4月 

 

 

療育開始 

個別支援計画の説明（4月度新

規利用児） 

10月 

 

 

個別支援計画の説明(10月度新

規利用児) 、防災訓練、遠足 

 

5月 療育観察、学校参観 11月 療育観察  

6月 

 

インテーク面接（7月度児） 

防災訓練 

12月 

 

インテーク面接（1月度児） 

お楽しみ会 

7月 

 

 

両親教室、家族懇談会 

個別支援計画の説明（7月度新

規利用児） 

1月 

 

 

家族懇談会 

個別支援計画の説明（1月度新

規利用児） 

8月  2月 両親教室 

9月 

 

 

インテーク面接（10月度児） 

療育観察、療育報告 

 

3月 

 

 

インテーク面接（新年度児） 

療育観察、年度末療育報告、 

就学児を送る会 

 

 

１５ 会議及び研修 

 【会議】 

  職員朝礼・職員会議・療育会議 

  他機関との会議 

   乙訓福祉施設事務組合運営協議会全体会・ポニー部会 

   乙訓ポニーの学校関係機関連携会議 

   各市町ケアマネジメント会議 ケース会議 

 

 【内部研修】 

   症例検討会（スーパーバイザー（臨床心理）の招聘、年７回実施） 

  指導員内部研修会（医師等の講師招聘、年２回実施） 

専門研修及びケース検討会（各種療法士を講師として年５回実施） 

 

 【派遣研修】 

新版Ｋ式発達検査講習会・新版Ｋ式を用いた発達援助セミナー 

脳性麻痺児療育講習会 

感覚統合療法セミナー 

発達障害専門職研修会 

京都府社会福祉協議会主催研修会 

相談支援従事者初任者研修会・相談支援従事者現任研修会 

サービス管理責任者等基礎研修会・サービス管理責任者等更新研修会 
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１６ 他機関への協力 

  各市町教育支援委員会 

  長岡京市発達支援保育指導会議 

  乙訓圏域障がい者自立支援協議会 

長岡京市障がい者ネットワーク連絡調整チーム会議 

     長岡京市地域健康福祉推進委員会障がい福祉部会 

  公認心理師・保育士・介護等体験実習等の受け入れ 

 

 

１７ 苦情解決制度 

   保護者等からの苦情等に迅速に対応するとともに、今後の運営に生かしていく

ために相談担当者と苦情解決の手順を定める。外部から第三者委員を選任し委嘱

する。 

  ・苦情解決責任者 … 施設長 

  ・苦情受付窓口 … 施設長補佐 

  ・第三者委員 … 舟木 浩 弁護士（つくし法律事務所） 

 

 

１８ ボランティアの受け入れ 

   主として行事実施時に児童を見守る。 

   ポニーの学校研修・実習修了生に協力を呼びかける。 

 

 

１９ 感染症及び食中毒の予防及びまん延防止対策 

 （１）感染症予防及びまん延防止対策 

① 登園時及び食事前の手洗いの励行、消毒液による手指消毒の励行 

② 部屋の換気 

③ 感染が疑われる症状がある場合は、欠席するよう協力依頼 

（２）食中毒予防並びに館内の衛生管理 

① 昼食までの間、通園児の持参した弁当を冷蔵庫で保管（６月～９月） 

② 食前の手洗いの励行 

③ 衛生管理業者による水回り、プレイルーム及び面接室の消毒 

 （３）職員への研修及び訓練 

    業務継続計画（ＢＣＰ）に従い実施 年２回 

 

 

２０ 非常災害対策 

（１）防災・避難訓練 

業務継続計画（ＢＣＰ）に従い実施 年２回 

（２）消防設備点検の実施 年２回 
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２１ 虐待防止対策 

利用者の人権と安全を保護するため、職員の虐待防止意識の向上や知識の周知

に取り組み、虐待のない環境作りに努める。 

虐待防止等のための責任者 … 施設長 

・虐待防止委員会 … 年４回実施(定期)し、必要に応じて随時行う。   

・職員への研修実施 

 

（参考資料） 

令和５年度療育等実施状況 

１ 月別契約児童数                                                 （単位：人） 

市町     月 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 平均 

向 日 市 40 40 40 42 42 42 46 46 46 47 47 47 43.8 

長岡京市 37 37 37 38 38 38 38 37 37 38 37 37 37.4 

大山崎町 13 13 13 14 14 14 14 14 14 14 14 13 13.7 

計 90 90 90 94 94 94 98 97 97 99 98 97 94.8 

(令和６年１月末現在見込数） 
 

２ 月別延べ利用回数                           （単位：回） 

市町     月 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 計 

向 日 市 115 129 116 121 115 112 136 148 101 130 116 89 1,428 

長岡京市 124 121 111 111 103 100 110 121 80 92 98 74 1,245 

大山崎町 41 45 40 46 38 37 44 44 37 38 34 28 472 

計 280 295 267 278 256 249 290 313 218 260 248 191 3,145 

  （令和６年１月末現在見込数） 
 

３ 年齢別内訳                                           （単位：人） 

年齢 0歳児 1歳児 2歳児 3歳児 4歳児 5歳児 計 

人数 0 1 19 25 18 36 99 

                                            (令和６年１月末現在） 
 

４ 男女別内訳                                    

男 児 76人 76.8％ 

女 児 23人 23.2％ 

                                   （令和６年１月末現在） 
 

５ 主な障がい種別                              （単位：人） 

種 別 
肢 体 

不自由 

知 的 

障がい 

視 覚 

障がい 

聴 覚 

障がい 

発 達 

障がい 
その他 計 

人 数 0 27 0 1 36 35 99 

（令和６年１月末現在） 
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Ⅱ 障害児相談支援事業 

１ 事業の目的 

障がい児並びにその保護者等からの相談に応じ、必要な情報の提供等の便宜を供

与することや、権利擁護のために必要な援助を行うことにより、安心した日常生活

又は社会生活を営むこと、並びにご本人やその家族の地域における生活を支援し、

自立と社会参加の促進を図る。 

 

２ 事業内容 

 （１）福祉サービス等の利用援助 

 （２）社会資源を活用するための支援 

 （３）生活力を高める支援 

 （４）権利の擁護のために必要な支援 

 （５）専門機関との連携 

 

３ 通常の事業の実施地域 

  向日市、長岡京市及び大山崎町 

 

４ 利 用 

  受給者証の交付を受けた保護者から利用の申込みがあった場合は、ポニーの学校

の事業内容について十分な説明を行い、説明と同意のもと利用契約を締結する。 

 

５ 事業日及び事業実施時間及び休業日 

（１）事業日              

  月曜日～金曜日まで 

（２）事業実施時間               

９：００～１７：００まで 

（３）休業日（相談を行わない日）  

土曜日、日曜日、国民の祝日及び休日（１２月２９日～１月３日） 

 

６ 提供するサービス 

 （１）基本相談支援 

    地域の障がい児等の福祉に関することについて、ご本人及びその保護者    

からの相談に応じ、必要な情報の提供を行い、併せて市町及び福祉サー    

ビス事業者等との連絡調整を行う。 

   （２）障害児支援利用援助 

   子どもの状況、その置かれている環境等から、利用する支援の内容等を    

定めた障害児支援利用計画案を作成し、通所給付決定等が行われた後に    

は、給付決定等の内容を反映した障害児支援利用計画の作成等を行う。 
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 （３）継続障害児支援利用援助 

   支援利用計画が適切であるかどうかを一定期間ごとに検証し、その結果    

等から計画の見直しを行い、計画内容を適切に変更するとともに、関係    

者との連絡調整を行う。 

 

 

７ 苦情解決制度 

  保護者からの苦情等に迅速に対応するとともに、今後の運営に生かしていくため

に相談担当者と苦情解決の手順を定める。外部から第三者委員を選任し委嘱する。 

  ・苦情解決責任者 … 施設長 

  ・苦情受付窓口 … 施設長補佐、相談支援専門員 

  ・第三者委員 … 舟木 浩弁護士（つくし法律事務所） 

 

 

（参考資料） 

令和５年度利用計画等作成件数 

   （単位：件） 

月 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 合計 

向日市 47 59 64 56 67 76 62 55 67 62 59 127 801 

長岡京市 45 45 45 67 74 55 57 49 41 73 69 83 703 

大山崎町 8 4 15 16 18 21 19 3 12 13 12 27 168 

合計 100 108 124 139 159 152 138 107 120 148 140 237 1,672 

４年度 112 95 106 109 143 131 126 104 118 125 116 197 1,482 

（令和６年１月末現在見込数） 
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